
Ｍ

Ｐ

ポンプ

貯水槽

親メーター

給水栓

Ｍ

給水栓

メーター配水管

各戸メーター

共同住宅等

道路

給湯器

給水管

官民境界

床下漏水

壁中漏水

Ｍ

地下漏水

一般住宅等

官民境界

ボールタップの故障
（トイレのタンク内など）

Ｍ

Ｍ

壁中・床下・ボールタップなどからの漏水
（※企業団が各戸メーターを検針している場合に限る）

蛇口、給水栓からなど発見容易な漏水

給湯器など器具を通過してからの漏水
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適切に防護された地上配管からの漏水 防護されていない露出管からの漏水

柏原水道センター

令和８年４月１日から
漏水による水道料金の減免制度が企業団統一のルールに変わります。

水道料金の減額の対象となる漏水箇所

（減額の内容）
・減額後の料金は、計量した使用水量から漏水量の50%を減じた水量により算定します。
※当該水量が認定使用水量の３倍を超える場合は、３倍の水量を上限とします。

・減額を行う場合は、1回の計量期間のみを対象とします。

（留意事項）
・漏水の修繕は、指定給水装置工事事業者が施行する必要があります。ただし、軽微な修繕（トイレのボールタップ等給水装置の末端に設置される
給水用具の部品の取替（配管を伴わないものに限る））の場合は、この限りではありません。

・減額の申請には、修繕証明書と漏水修繕前後の写真が必要です。
・対象となる計量期間から1年を経過するまでの間は、同一使用者の同一給水装置では減額の措置はできません。

令和８年４月1日から漏水による水道料金の減免制度が変わります。減額の対象は、上記図のとおりです。



主な留意事項

【注意点】
・漏水箇所が異なる場合でも、同一の給水装置であれば１年を経過するまでは減額できません。

【具体例】
・給水契約が１つの場合、広い敷地の異なる場所（ex. 工場内の事務所と作業所等）で過去１年以内に漏水があったときは、対象外と
なります。

■過去１年以内に減額の実績がある場合、減額できません。

■申請時は、修繕前後の漏水箇所の写真が必要となります。

【注意点】
・軽微な修繕（トイレや受水槽のボールタップの修繕）については、指定給水装置工事事業者以外の修繕も可能です。

■大阪広域水道企業団の指定給水装置工事事業者※による修繕が必要です。
※大阪広域水道企業団の漏水修繕対応事業者名簿（指定給水装置工事事
業者）をウェブページに掲載していますので、ご確認ください。

【注意点】
・防護されていない露出管や蛇口等の発見容易な漏水は、対象となりません。
・給湯器など器具を通過してからの漏水は、壁中・床下であっても対象となりません。

■減額の対象範囲は、水道メーター以降で給湯器などの器具の入り口部までです。
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